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一般競争入札

独立行政法人教員研修センターで使用する電気

平成26年2月10日

株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

平成25年12月11日　入札公告

平成26年1月31日　入札書等〆切

平成26年2月7日　開札

平成26年4月1日～平成27年3月31日　供給期間

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○
センターが必要とする必要最低限の仕様内容としており、他の業者が
参加できないような特殊な参加条件等は付していない。

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 公告開始から供給開始までに３か月半程度を確保した。

③公告期間の見直し ○
５０日間の公告期間を確保した（政府調達協定の対象となるものは原
則５０日以上で運用）。

④公告周知方法の改善 ○
センターのホームページ及び掲示板に掲載するとともに、参入可能と
思われる業者に幅広くPRを行い参加を招請した。

⑤電子入札システムの導入 × －

⑥業者等からの聴き取り ○
応札者以外に、応札の意思表示をした者はいなかったため、参入可能
と思われる業者に聴き取り調査を行ったところ、予定使用量が多いた
め対応できないなどの回答があった。

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契約監視委員会のコメント

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果

一者応札・応募等の改善取組内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

引き続き現状の取組を継続する。

法人における改善取組はほぼ実施されている。なお、近隣他機関の契約状況を調査し、競争入札への参加業者の
拡充の努力を図ること。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

近隣他機関の契約状況をふまえ、競争入札への参加をうながす。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

折茂　民男（監事）、　末吉　愼一（公認会計士）、　松崎　勝（弁護士）　　　　　　(敬称略・五十音順）
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一般競争入札

平成２６年度教職員等中央研修（福岡開催）に係る会場借り上げ

平成26年3月20日

株式会社ティーケーピー

平成26年2月20日　入札公告

平成26年3月13日　入札書等〆切

平成26年3月20日　開札

平成26年7月22日～8月8日　研修実施期間

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○
センターが必要とする必要最低限の仕様内容としており、他の業者が
参加できないような特殊な参加条件等は付していない。

②業務等準備期間の十分な確保 ○ 公告開始から借上げ開始までに５か月程度を確保した。

③公告期間の見直し ○ ２０日間の公告期間を確保した（原則２０日以上で運用）。

④公告周知方法の改善 ○
センターのホームページ及び掲示板に掲載するとともに、参入可能と思
われる業者に幅広くPRを行い参加を招請した。

⑤電子入札システムの導入 × －

⑥業者等からの聴き取り ○

入札説明書等を受領したものの応札しなかった業者に対し、応札しな
かった理由について聴き取り調査を行ったところ、仕様を満たす会場に
空きがなく、借上げが不可のため、応札できなかったとの回答であっ
た。

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札・１者応募についての改善

　　　　　方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。

（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。

（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

契約監視委員会のコメント

一者応札・応募等事案フォローアップ票

法 人 名

案 件 番 号

入 札 及 び 契 約 方 式

契 約 の 件 名 及 び 数 量

契 約 締 結 日

契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 等

入 札 経 緯 及 び 結 果

一者応札・応募等の改善取組内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

引き続き現状の取組を継続する。

法人における改善取組はほぼ実施されている。

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

該当なし。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

折茂　民男（監事）、　末吉　愼一（公認会計士）、　松崎　勝（弁護士）　　　　　　(敬称略・五十音順）


